
議案第１８号 

倉敷市立幼稚園園則の改正について 

 倉敷市立幼稚園園則の一部を改正する規則を次のように制定する。 

   令和５年３月２８日提出 

                       倉敷市教育委員会         

                       教育長 井 上 正 義        

 

倉敷市立幼稚園園則の一部を改正する規則 

 倉敷市立幼稚園園則（昭和４２年倉敷市教育委員会規則第１５号）の一部を次のように改正

する。 

 別表第１倉敷市立小川幼稚園の項、倉敷市立琴浦東幼稚園の項及び倉敷市立乙島幼稚園の項

を削る。 

別表第２倉敷市立琴浦東幼稚園の項を削る。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

（関係規則の一部改正） 

２ 倉敷市教育委員会公印規則（昭和５９年倉敷市教育委員会規則第１５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表第１の（１）の項の表１９の項及び２０の項中「４１」を「３８」に改める。 

  別表第１の（２）の項の表１７の項中「４１」を「３８」に改める。 

 

 提案理由 

 倉敷市立小川幼稚園を倉敷市立味野幼稚園に、倉敷市立乙島幼稚園を倉敷市立玉島幼稚園に

統合及び倉敷市立琴浦東幼稚園の倉敷市立田の口認定こども園への移行のため、規則を改正す

るものである。 

 

学事課 



 

倉敷市立幼稚園園則（昭和42年倉敷市教育委員会規則第15号）新旧対照表 

新 旧 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

幼稚園名 園児定員 

4歳児 5歳児 

倉敷市立味野幼稚園 30 35 

倉敷市立稗田幼稚園 30 35 

   

   

倉敷市立郷内幼稚園 30 35 

倉敷市立玉島幼稚園 60 70 

倉敷市立上成幼稚園 30 35 

   

倉敷市立長尾幼稚園 30 35 

倉敷市立富田幼稚園 30 35 

倉敷市立船穂幼稚園 60 70 

倉敷市立川辺幼稚園 30 35 

倉敷市立岡田幼稚園 30 35 

倉敷市立薗幼稚園 30 35 

倉敷市立二万幼稚園 30 35 

倉敷市立箭田幼稚園 30 35 

倉敷市立呉妹幼稚園 30 35 

   
 

幼稚園名 園児定員 

4歳児 5歳児 

倉敷市立味野幼稚園 30 35 

倉敷市立稗田幼稚園 30 35 

倉敷市立小川幼稚園 30 35 

倉敷市立琴浦東幼稚園 30 35 

倉敷市立郷内幼稚園 30 35 

倉敷市立玉島幼稚園 60 70 

倉敷市立上成幼稚園 30 35 

倉敷市立乙島幼稚園 30 35 

倉敷市立長尾幼稚園 30 35 

倉敷市立富田幼稚園 30 35 

倉敷市立船穂幼稚園 60 70 

倉敷市立川辺幼稚園 30 35 

倉敷市立岡田幼稚園 30 35 

倉敷市立薗幼稚園 30 35 

倉敷市立二万幼稚園 30 35 

倉敷市立箭田幼稚園 30 35 

倉敷市立呉妹幼稚園 30 35 
 

 

 

 

 



 

 

別表第２（第２条関係） 

 

別表第２（第２条関係） 

幼稚園名 園児定員 

3歳児 

倉敷市立味野幼稚園 20 

倉敷市立稗田幼稚園 20 

  

倉敷市立玉島幼稚園 40 

倉敷市立上成幼稚園 20 

倉敷市立長尾幼稚園 20 

倉敷市立富田幼稚園 20 

倉敷市立船穂幼稚園 20 

倉敷市立川辺幼稚園 25 

倉敷市立岡田幼稚園 25 

倉敷市立薗幼稚園 25 

倉敷市立二万幼稚園 25 

倉敷市立箭田幼稚園 25 

倉敷市立呉妹幼稚園 25 
 

幼稚園名 園児定員 

3歳児 

倉敷市立味野幼稚園 20 

倉敷市立稗田幼稚園 20 

倉敷市立琴浦東幼稚園 20 

倉敷市立玉島幼稚園 40 

倉敷市立上成幼稚園 20 

倉敷市立長尾幼稚園 20 

倉敷市立富田幼稚園 20 

倉敷市立船穂幼稚園 20 

倉敷市立川辺幼稚園 25 

倉敷市立岡田幼稚園 25 

倉敷市立薗幼稚園 25 

倉敷市立二万幼稚園 25 

倉敷市立箭田幼稚園 25 

倉敷市立呉妹幼稚園 25 
 

  

 


